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資料１



１．物流を取り巻く現状



物流業界の現状
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物流は国民生活や我が国経済を支える社会インフラであり、物流業界の営業収入の合計は約29兆円（全産業の
２％）、従業員数は約226万人（全就業者数の３％）

国内貨物のモード別輸送量はトンベースで自動車が９割超、トンキロベースでは自動車が５割、内航海運が約４割
、鉄道が５％程度

出典:国土交通省総合政策局情報政策本部「自動車輸送統計年報」「鉄道輸送統計年報」「内航船舶輸送統計年報」「航空輸送統計年報」より作成
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自動車運送事業における時間外労働規制の見直し
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平成30年６月改正の「働き方改革関連法」に基づき、自動車の運転業務の時間外労働に
ついても、法施行（平成31年４月）の５年後（令和６年４月）より、年960時間（休日
労働含まず）の上限規制が適用される。併せて、厚生労働省がトラックドライバーの拘束時間を
定めた 「改善基準告示」 （貨物自動車運送事業法に基づく行政処分の対象）により、拘束
時間等が強化される。

令和６年４月～現 行

年960時間なし時間外労働の上限
（労働基準法）

【１日あたり】
・ 原則13時間以内、最大15時間以内。
・ 宿泊を伴う長距離運行は週２回まで16時間

※14時間超は１週間２回以内

【１ヶ月あたり】
原則、年3,300時間、284時間以内。ただし、

労使協定により、年3,400時間を超えない範囲
内で、310時間まで延長可。

【１日あたり】
原則13時間以内、最大16時間以内
※15時間超は１週間２回以内

【１ヶ月あたり】
原則、293時間以内。ただし、労使協

定により、年3,516時間を超えない範囲
内で、320時間まで延長可。

拘束時間
（労働時間＋休憩時間）

（改善基準告示）

〇主な改正内容



物流革新に向けた政策パッケージ等の策定
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岸田総理と中小トラック事業者等との車座対話
（2023.9.28）

2023年 3月 「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」を設置
6月 関係閣僚会議において「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定
9月 岸田総理と中小トラック事業者等との「車座対話」を実施
10月 関係閣僚会議において「物流革新緊急パッケージ」を策定

（6月の政策パッケージのうち緊急に取り組むべき事項を具体化）
11月 政府において総合経済対策・補正予算案を決定

2024年 ２月 政府において物流法案の閣議決定、国会提出
関係閣僚会議において「2030年度に向けた政府の中長期計画」を策定
「物流革新・賃上げに関する意見交換会」を開催

５月 改正物流法 公布
７月 関係閣僚会議において「政策パッケージ」の進捗状況と今後の対応を報告

我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議
（2023.3.31）

物流革新・賃上げに関する意見交換会
（2024.2.16）



① 荷主の経営者層の意識改革・行動変容を促す規制的措置等の導入(※)

② 荷主・物流事業者の物流改善を評価・公表する仕組みの創設
③ 消費者の意識改革・行動変容を促す取組み
④ 再配達削減に向けた取組み（再配達率「半減」に向けた対策含む）
⑤ 物流に係る広報の推進

① 即効性のある設備投資の促進（バース予約システム、フォークリフト導入、自動化・機械化等）
② 「物流GX」の推進

（鉄道・内航海運の輸送力増強等によるモーダルシフト、車両・船舶・ 物流施設・港湾等の脱炭素化等）
③ 「物流DX」の推進

（自動運転、ドローン物流、自動配送ロボット、港湾AIターミナル、サイバーポート、フィジカルインターネット等）
④ 「物流標準化」の推進（パレットやコンテナの規格統一化等）
⑤ 道路・港湾等の物流拠点（中継輸送含む）に係る機能強化・土地利用最適化や物流ネットワークの形成支援
⑥ 高速道路のトラック速度規制（80km/h）の引上げ
⑦ 労働生産性向上に向けた利用しやすい高速道路料金の実現
⑧ 特殊車両通行制度に関する見直し・利便性向上
⑨ ダブル連結トラックの導入促進
⑩ 貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し
⑪ 地域物流等における共同輸配送の促進(※)

⑫ 軽トラック事業の適正運営や輸送の安全確保に向けた荷主・元請事業者等を通じた取組強化(※)

⑬ 女性や若者等の多様な人材の活用・育成

① 荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減（荷待ち、荷役時間の削減等）に向けた規制的措置等の導入(※)

② 納品期限（3分の1ルール、短いリードタイム）、物流コスト込み取引価格等の見直し
③ 物流産業における多重下請構造の是正に向けた規制的措置等の導入(※)

④ 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続的なフォロー及びそのための体制強化（トラックGメン（仮称））
⑤ 物流の担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化等の取組み(※) 

⑥ トラックの「標準的な運賃」制度の拡充・徹底 2030年度分についても、2023年内に中長期計画を策定

： 4.5ポイント
： 6.3ポイント
： 0.5ポイント
： 3.0ポイント

・ 通常国会での法制化も含めた規制的措置の具体化

「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント

１．具体的な施策

（１）商慣行の見直し

（２）物流の効率化

（3）荷主・消費者の行動変容

２．施策の効果（2024年度分）

・ 荷待ち・荷役の削減
・ 積載効率の向上
・ モーダルシフト
・ 再配達削減

3時間 → 2時間×達成率3割
38％ → 50％ ×達成率2割
3.5億トン → 3.6億トン
12％ → 6％

３．当面の進め方

合計： 14.3ポイント

2024年初

2023年末まで

・ トラック輸送に係る契約内容の見直しに向けた「標準運送約款」
「標準的な運賃」の改正等

・ 再配達率「半減」に向けた対策
・ 2024年度に向けた業界・分野別の自主行動計画の作成・公表
・ 2030年度に向けた政府の中長期計画の策定・公表

速やかに実施 ・ 2024年における規制的措置の具体化を前提とした
ガイドラインの作成・公表等

令和5年6月2日
我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議

2024年初に政策パッケージ全体のフォローアップ

（施策なし） （効果）（施策あり）

● 物流は国民生活や経済を支える社会インフラであるが、担い手不足、カーボンニュートラルへの対応など様々な課題。さらに、物流産業を魅力ある職場とするため、トラックドライバーの働き方改革に関する法律
が2024年4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。

● 何も対策を講じなければ、2024年度には14％、2030年度には34％の輸送力不足の可能性。
● 荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、（１）商慣行の見直し、（２）物流の効率化、（３）荷主・消費者の行動変容

について、抜本的・総合的な対策を「政策パッケージ」として策定。
中長期的に継続して取り組むための枠組みを、次期通常国会での法制化(※)も含め確実に整備。
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「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の概要

１．荷主・物流事業者に対する規制的措置 【流通業務総合効率化法】

〇物流は国民生活・経済を支える社会インフラ。物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が本年４月
から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。

背景・必要性

改正法の概要

〇軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数は最近6年で倍増。
→以下の施策を講じることにより、物流の持続的成長を図ることが必要。

・ 何も対策を講じなければ輸送力不足の可能性（右図）。
・ 物流の効率化、商慣行の見直し、荷主・消費者の行動変容について、抜本的・総合的な対策が必要。
・ 荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境を整備。

【荷主等が取り組むべき措置の例】＜パレットの導入＞

バラ積み・バラ降ろしに
よる非効率な荷役作業

パレットの利用による
荷役時間の短縮

〇運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等について記載した書面による交付等を義務
付け＊2 。
〇元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
〇下請事業者への発注適正化について努力義務＊3 を課すとともに、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務付け。
＊2・3 下請関係に入る利用運送事業者にも適用。

〇軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交大臣への事故報告を義務付け。
〇国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

２．トラック事業者の取引に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

３．軽トラック事業者に対する規制的措置 【貨物自動車運送事業法】

【目標・効果】 物流の持続的成長
【KPI】 施行後3年で（2019年度比） ○荷待ち・荷役時間の削減 年間125時間/人削減

○積載率向上による輸送能力の増加 16パーセント増加

〇①荷主＊1（発荷主・着荷主） 、②物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫）に対し、
物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
＊1元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。

〇上記①②の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
〇上記①②のうち一定規模以上のもの（特定事業者）に対し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、
中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。
〇特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
※法律の名称を変更。
※鉄道・運輸機構の業務に、大臣認定事業の実施に必要な資金の出資を追加。〈予算〉
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改正物流法の施行に向けたスケジュール

2024年４月２６日 法案成立

2024年５月１５日 法律公布

2025年度４月 【物効法】 荷主・物流事業者の努力義務・判断基準

【トラック法】 契約書面の交付、実運送体制管理簿の作成 等

2026年度４月頃 【物効法】 特定事業者の指定、中長期計画の提出・報告、
物流統括管理者（CLO）の選任 等

国交省・経産省・農水省３省審議会の合同会議設置
（荷主・物流事業者に対する規制的措置の具体的内容の検討）

政省令の整備、パブリックコメント 等

各種業界団体と意見交換（荷主・物流事業者）



２．本検討会における目的



開催の背景
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〇 物流2024年問題に社会が直面する中で、物流を取り巻く長年の構
造的課題への対応の必要性がこれまでになく高まっている状況であり、ソ
フト・ハード一体として積極的な政策の推進を図る絶好機。

〇 積載率の向上、荷待・荷役時間の縮減、新技術の導入等の社会的
要請へスピード感を持って対応するとともに、地域全体の産業インフラで
もある物流拠点※へのニーズの変化、アセットの老朽化や物流拠点の役
割や供給方法も多様化している等の状況の変動も踏まえ、営業倉庫を
含めた物流拠点に係る政策のあり方を検討。

※ 本検討会での議論のスコープは、民間事業者や地方公共団体が設置・運営する物流拠点を対象とする。



斉藤国土交通大臣発言（日本物流団体連合会意見交換会）
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・ 第一に、陸・海・空のあらゆる輸送モードを総動員して、トラックドライバー不足
や物流網の障害などに対応するため、新たなモーダルシフト等に向けた追加的
な対応方策を検討してまいります。

・ 第二に、荷主を含めた物流全体の取引環境を適正化し、賃上げにつなげる
ため、関係省庁との更なる連携強化や、取引環境を害する事例の是正に
向けた情報収集体制等を強化してまいります。

・ 第三に、地域全体の産業インフラでもある物流拠点について、中継輸送の
普及など社会的ニーズの変化や、自動運転等の新技術の実装を見据え、
物流拠点の整備等に係る政策のあり方を検討してまいります。

【意見交換会の概要】
令和６年９月１８日、物流革新及び賃上げ・価格転嫁の実現に向けて、日本物流団体連合会と
意見交換を実施。
新たなモーダルシフトや物流全体の取引環境の適正化、物流拠点の機能強化等について議論し、
斉藤大臣より以下内容を発言。



（参考）新たなモーダルシフト等に向けた取組の方向性について

○このうち、多様な輸送モードの活用については、陸・海・空のあらゆる輸送モードを総動員して、
トラックドライバー不足や物流網の障害などに対応するため、以下①～④の柱に沿って、新たな
モーダルシフト等を強力に推進。

① 鉄道や内航海運へのモーダルシフトの取組の更なる強化

③ 航空貨物輸送の更なる活用

② 幹線輸送サービスの省人化・自動化等の推進

－鉄道や内航海運の小口貨物の混載輸送やパレット化
－内航海運の新規需要の創出や船舶大型化
－内航フェリー・RORO船ターミナルや貨物駅・ネットワークの機能強化
－鉄道の貨客混載による旅客スペースの有効活用 等

－既存定期便の空きスペース等を活用した実証運航支援
－空港への貨物検査機器等の導入促進 等

－ダブル連結トラックや自動運転トラックの導入促進、関連インフラの整備 等

○物流の「２０２４年問題」は、喫緊の課題であると同時に、年々深刻化する構造的な問題。
２０３０年に不足する輸送力を補うため、物流ＤＸ・ＧＸや多様な輸送モードの活用、物流
拠点の機能強化等について、物流産業全体でこれまで以上に推進していくことが不可欠。

④ 地域の産業政策・地域政策等との連携

令和６年９月26日
第５回モーダルシフト
推進・標準化分科会
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議論の柱
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○物流拠点に求められる役割・機能
- 物流2024年問題・気候変動等を踏まえた物流の変化への対応
- 自動運転等のGX・DXに係る新技術への対応 等

○地域経済を支える物流拠点の立地戦略
- 中継輸送の拡大、EC拠点の拡大、自動運転導入等を踏まえた変化

への対応
- 地域戦略、まちづくりとの連携強化その他の整備促進に向けた課題

への対応 等

○物流拠点の整備・運営事業者に係る産業政策
- 老朽化アセットの再構築、人手不足等の持続可能性に関わる課題

への対応
- 一層の連携の可能性等の物流業界内の構造のあり方
- 政策推進のための支援策のあり方 等



３．物流拠点について



物品の入荷、保管、出荷等の業務を実施。
保管時における物品の品質を維持し、需要と供給との時間的ズレを調整することで、
市場への安定供給、市場価格の安定に寄与。
物品の保管機能を通じ、荷主企業に代わって最も効率的な物流戦略の企画立案や
物流システムの構築の提案を行い、かつ、それを包括的に受託・実行する３PL事業も
進展。
最近は、顧客のニーズに応じ、検針、値付け、包装等の流通加工業務も実施。

各種物流拠点について①

倉庫

＜寄託を受けた物品を保管＝営業用＞
倉庫業法に基づく登録を受けた倉庫。
倉庫の利用者利益を保護する観点から、

・事業の登録
・約款の届出
・倉庫の施設及び設備に関する基準
（水の浸透防止や耐火・防火性能等）

等を義務付け

＜自己の物品を保管＝自家用＞
例：製造メーカーが自社の製品を保管するための倉庫等
自家利用であり、保護する利用者利益がないことか
ら倉庫業法の適用なし

14

施設の性質

拠点概要



各荷主から集められた多種多様な貨物を行先毎に仕分け、大型 トラック
を使用した幹線輸送により行先毎のトラックターミナルへ輸送。その後、集配
車へ積み換え、各届け先に配達。
①都市間輸送の拠点、②都市内集配送の拠点、③全国の中継基地、

④交通混雑の緩和及び都市の再開発、等の機能を有する。
貨物の小口化・多頻度化が進む中、効率的かつ円滑な輸送に寄与。
トラックドライバーのための食堂、浴室、仮眠室等を装備。

各種物流拠点について②

トラックターミナル

15

拠点概要

施設の性質
＜不特定多数の者が利用＝一般＞

自動車ターミナル法に基づく許可を受けた
自動車ターミナル。
自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する
公衆の利便の増進の観点から、

・事業の許可
・使用料金の届出
・ターミナルの構造及び設備に関する基準

（地震等に耐えうる構造や荷扱場等の配置等)
を義務付け。

＜自社のみが利用＝専用＞
自社利用であり、保護する利用者利益がないこ
とから自動車ターミナル法の適用なし



（公社）全日本トラック協会が建設・管理・運営する、長距離輸送を行う
営業用トラックの安全運行を支援する施設（全国23カ所）。
大型トラック用無料駐車スペースを提供。
トラックドライバーに休憩、仮眠、入浴、食事等を提供する福祉施設を
併設。
トラックドライバーと運送会社とをつなぐ機能を持つ「運行情報センター」の
併設。

各種物流拠点について③

トラックステーション

16

拠点概要

施設の性質

原則、トラック協会会員事業者の運転者の優先利用であるが、全ての利用者が駐車場や福祉施設を利用
可能。
貨物の積込み、積降ろし、コンテナの取外し等の行為は禁止されているが、中継拠点としてトラック
ドライバーの交代は可能。



物流業務を行うための施設として第三者へ賃貸される、倉庫・物流センター
等の建物。倉庫同様、入荷、保管、出荷、流通加工等の業務を実施。
高速道路のインターチェンジ付近等、交通利便なエリアに整備される例も多く、
幹線輸送と周辺エリアの広域輸送に適した物流拠点として機能。
特徴として、ダブルランプウェイ、免震構造、太陽光発電等の機能拡充に資
する設備を備えた物件が増えている他、カフェテリア、託児所等、従業員の
働きやすさに配慮した物件の開発も進展。
不動産への投資を証券化し、資金を集めて運用する「REIT」が多く活用
されている。

各種物流拠点について③

荷扱場

17

拠点概要

施設の性質

＜複数テナントが利用＝マルチテナント型＞
トラックや倉庫等の物流事業者、EC事業者や製造
メーカー等の荷主等、様々なニーズに対応できるよう
汎用性を高く整備。

＜専用テナントが利用＝BTS型＞
トラックや倉庫等の物流事業者、EC事業者や
製造メーカー等の荷主等が専用で使用する
ため、テナントのオーダーに応じて整備。

物流不動産
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物流拠点の類型と機能の関係について①

物流不動産トラック
ステーション

トラック
ターミナル倉庫

BTS型
物流不動産

マルチ
テナント型

物流不動産
－専用一般自家用営業用

○○×××○○
【保管機能】

・保管を通じた物品の品質
維持

・需要と供給の時間的ズレの
調整

○○×○○○○
【配送機能】

・集荷及び集配に係る荷捌き
場や流通加工に係るスペー
スを装備

○○○○○○○

【中継機能(運行)】
・幹線輸送におけるトレーラー
の交換、ドライバーの乗り替
わりが可能

・ドライバーの休憩施設等を
装備

○○×○○○○
【中継機能(貨物)】

・幹線輸送とラストワンマイルを
繋ぐ貨物の集積拠点
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物流拠点の類型と機能の関係について②

物流不動産トラック
ステーション

トラック
ターミナル倉庫

BTS型
物流不動産

マルチ
テナント型

物流不動産
－専用一般自家用営業用

×○
(契約が必要)

○×○
(契約が必要)

×○
(契約が必要)

【公共性】
・不特定多数の者が利用
可能

△△△△△△△
【その他公共性
（防災拠点)】

・災害協定を締結し、支援
物資を保管、受入れ等

△△△△△△△
【その他公共性

(エネルギー供給拠点)】
・自動車のエネルギー源と
なる電気や水素等のエネ
ギーを供給

※この他、港湾、貨物鉄道駅等も物流拠点としての機能を有する



①
③

②

④

各物流拠点の立地（全体）

20出典：倉庫台帳、不動産協会資料等を元に国土交通省作成 （時点：令和５年度末）



出典：倉庫台帳、不動産協会資料等を元に国土交通省作成 （時点：令和５年度末）

各物流拠点の立地（都市圏別①）
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主要高速道路に沿って普通倉庫や物流不動産が立地
湾岸部には冷蔵倉庫を中心に立地

①関東圏

圏央道

国道16号
外環

中環

東扇島
＜凡例＞
● 普通倉庫（3000㎡以上）
● 冷蔵倉庫（6000㎥以上）
● 物流不動産（2019年以降竣工）
● 一般トラックターミナル・トラックステーション
○ コンテナ取扱貨物駅
○ 空港
○ 港湾

東京大田



各物流拠点の立地（都市圏別②）
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②近畿圏

名神高速

阪和道

第二京阪

茨木

京田辺

東大阪

主要高速道路に沿って普通倉庫や物流不動産が立地
湾岸部には冷蔵倉庫を中心に立地

舞洲、夢洲、南港

出典：倉庫台帳、不動産協会資料等を元に国土交通省作成 （時点：令和５年度末）

＜凡例＞
● 普通倉庫（3000㎡以上）
● 冷蔵倉庫（6000㎥以上）
● 物流不動産（2019年以降竣工）
● 一般トラックターミナル・トラックステーション
○ コンテナ取扱貨物駅
○ 空港
○ 港湾

近畿道



④九州圏

九州道

大分道鳥栖・小郡

博多

③中部圏

東名阪道

伊勢湾岸道

東名高速

名古屋

四日市
豊田

小牧

各物流拠点の立地（都市圏別③）
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主要高速道路や湾岸部に沿って倉庫や物流不動産が立地

出典：倉庫台帳、不動産協会資料等を元に国土交通省作成 （時点：令和５年度末）

＜凡例＞
● 普通倉庫（3000㎡以上）
● 冷蔵倉庫（6000㎥以上）
● 物流不動産（2019年以降竣工）
● 一般トラックターミナル・トラックステーション
○ コンテナ取扱貨物駅
○ 空港
○ 港湾
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大型マルチテナント型物流不動産貸室総面積 普通倉庫所管面積 稼働率

物流拠点の規模及び稼働率の推移

24

（単位：％）（単位：㎡）

出典：国土交通省「倉庫統計季報(普通倉庫は１～３類)」、CBRE提供データ（首都圏、近畿圏：延床面積10,000坪以上、中部圏、福岡圏：延床面積5,000坪以上）より作成（各年６月末時）

【留意点】普通倉庫と大型マルチテナント型物流不動産のデータソースが異なっていることから、あくまで議論のための資料として使用。
普通倉庫の財貨面積は貨物の保管量、大型マルチテナント型物流不動産は入居面積。
BTS型物流不動産は含まれていない。また、普通倉庫と大型マルチテナント型物流不動産に係るデータには一部重複あり。

大型マルチテナント型物流不動産入居面積 普通倉庫在貨面積

普通倉庫及び大型マルチテナント型物流不動産の規模は拡大傾向
普通倉庫及び大型マルチテナント型物流不動産の在貨面積等も拡大傾向であり、稼働率も上昇傾向

※

※ 稼働率は、普通倉庫及び大型マルチテナント型物流不動産の総面積に対する、普通倉庫の在貨面積と物流不動産の入居面積を加えた面積との割合



出典： 国土交通省「倉庫統計季報(１～３類倉庫) 」より作成（各年６月末時点）

各物流拠点の規模及び在貨率の推移（普通倉庫）

25

（単位：％）（単位：㎡）

普通倉庫の規模は拡大傾向であり、在貨率も上昇傾向
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出典： 国土交通省「倉庫統計季報(C３級～F４級) 」より作成（各年６月末時点）

各物流拠点の規模及び在貨率の推移（冷蔵・冷凍倉庫）

26

（単位：％）（単位：㎥）

冷蔵・冷凍倉庫の規模及び在貨率は、上下しつつほぼ横ばいで推移
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各物流拠点の規模及び入居率の推移（物流不動産）

27

2000年初頭から外資系不動産開発会社や国内ディベロッパー等により、首都圏を中心に近畿圏や中部圏等で
開発が進められている
大型マルチテナント型物流不動産は、2013年頃から急速に拡大
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出典：CBRE提供データ（首都圏、近畿圏：延床面積10,000坪以上、中部圏、福岡圏：延床面積5,000坪以上）より作成（各年６月末時点）



４．物流拠点に求められる役割・機能



①物流2024年問題・気候変動等を踏まえた物流の変化への対応

②自動運転等のGX・DXに係る新技術への対応



輸送距離の変化

30

物流2024年問題による時間外労働規制により、輸送距離及び運転時間が減少

【前提条件】
・770kmの距離を運行（東京都内～岐阜市内の往復運行を想定）
・平均時速70kmで運転（高速道路での渋滞等や一般道の走行を考慮して設定）
・休憩時間等が1.5時間、荷役・荷待ち時間が３時間

荷役等：３時間 休憩等：1.5時間 運転時間（時速70Km）：約11時間

令和６年４月以降は、これまで可能であった運行が不可となる

計15.5時間
運行モデル

R6.3
以前

R6.4
以降

拘束時間16時間以内をクリア

拘束時間15時間以内をクリアしない
１時間差



中継輸送施設の設置事例

センコー「TSUNAGU STATION 浜松」 GLP岡山総社

31

関東・関西間の中央である静岡や、関西・九州間の中央である岡山を中心に、中継輸送としての機能を有する
物流拠点が整備されている
トレーラーの交換、ドライバーの乗り代わり場所としての機能に加え、一時保管設備やドライバーの休憩施設として
の機能も完備

出典：センコーより提供 出典：GLPより提供



災害時における物流拠点の活用事例①

32

令和
５年度

令和
４年度

令和
３年度

令和
２年度

令和
元年度

ブロック

２６４２５０２４６２４７２０３北海道

１３９１３７１３８１３４１３５東北

１１６１０９１０１８９８９北陸信越

４３０４２７４２８４１７４０５関東

３２３３１０２８７２６０２４９中部

１７３１７１１７１１６９１４９近畿

１１０９６７１６７５６中国

６１５６５３５２４８四国

１８６１８５１８９１８６１６９九州

１４１４８８８沖縄

災害時に活用可能な
民間物流拠点数の推移

出典：国土交通省調べ
営業用倉庫、トラックターミナル、トラック施設が対象

災害時における救援物資の受入れ、保管、搬出等に関する協定について、地区倉庫協会や物流不動産事業
者と各都道府県による協力協定を締結
（例：地区倉庫協会と各都道府県（４７都道府県）との災害協定の締結、

（株）プロロジスと兵庫県猪名川町との防災に関する基本協定書の締結 等）
平時においても、物流施設を使用し、自治体、入居企業や地元住民等が参加する防災訓練を実施

平時における活動

・「プロロジスパーク猪名川2（兵庫県猪名川町）」にて、
令和３年10月に土砂災害を想定した防災訓練を実施。

・当日は、猪名川町、川西市、宝塚市、消防隊、自衛隊、
警察官、入居企業、地域住民など約200名が参加。

出典：プロロジスHP



○平成26年8月29日 午後
広島県から広島県倉庫協会へ支援物資保管のための民間物資拠点開設の要請

○平成26年8月30日 10:00
広島県の要請を受けた広島県倉庫協会と福山通運(株)で調整、翌日10:00に即座に民間物資拠点
（福山通運(株)広島流通センター）を開設

○平成26年8月30日 10:00～15:00
安佐北区スポーツセンターから飲料水2,000箱を輸送

安佐北区スポーツセンター

福山通運(株)
広島流通センター

JR新幹線広島駅

・・・今回の主な土砂流出箇所

広島土砂災害時における民間物資拠点の活用について

安佐北区

安佐南区

広島県庁

訓練を実施していたことにより、迅速かつ適切に民間物資拠点の開設が可能となった

33

災害時における物流拠点の活用事例②



自動運転と物流施設の結節に向けた取組み事例
（三菱地所基幹物流構想）

34

新名神高速道路の開通を見据え、京都府城陽市東部丘陵地にて京都府、城陽市、三菱地所等による
基幹物流拠点を整備
インターチェンジ直結の専用ランプウェイの整備に加え、ダブル連結トラックや将来の自動運転との接続等に対応
自動運転トラックからの荷物の受け渡しに係るクロスドックフロア、ダブル連結トラックや自動運転トラックの連結・
解除スペースに係るモビリティプールを確保

出典：三菱地所より提供



１台で通常の大型トラック２台分の輸送が可能なダブル連結トラックについては、特別車両通行許可が必要となるが、
許可件数は近年増加
当該許可を取得している会社の太宗が大企業

ダブル連結トラックの導入事例

35出典：国土交通省道路局「道路データブック2024」

許可件数申請者
137福山エクスプレス(株)
76福山通運(株)
44(株)ユーネットランス
33センコー(株)
28西濃運輸(株)
24NEXT Logistics Japan(株)
22九州福山通運(株)
15日本梱包運輸倉庫(株)
8ヤマト運輸(株) 中部ゲートウェイベース
8トヨタ輸送(株)
7日本郵便(株)
4ヤマト運輸(株) 関西ゲートウェイベース
3青伸産業運輸(株)
2(株)ギオン
2愛知陸運(株)
1南九州福山通運(株)

414計

＜ダブル連結トラックの特殊車両通行許可件数＞

出典：センコー、ヤマト運輸より提供



物流拠点におけるGX・DXの活用事例

物流の効率化に向けて、自動化・機械化設備・システム投資や技術開発、物流の脱炭素化を推進

活用事例

即効性のある設備投資や物流GX・DXの推進

荷主企業や物流事業者の営業所等において、自動フォーク
リフト、自動倉庫、無人荷役機器、バース予約システムの
導入等の自動化・機械化設備・システム投資の実証事業や
海運のDX化に向けた技術開発を支援。

物流の脱炭素化に向けて、EVトラックの導入や、物流施設
等において再生可能エネルギー設備等を導入する実証事業
を支援。

＜太陽光パネル＞

＜自動フォークリフト＞ ＜自動倉庫＞ ＜無人荷役機器＞

＜EVトラック＞

・トラック予約受付システムと、AIカメラシステムや伝票電子化システムとを連携
させ、トラックの円滑なバース入庫を実現し、荷待ちを解消。

・また、バースにおける庫内作業による荷待ちが発生しないよう、無人搬送車
による迅速なパレット準備等を行う。

入構前に電子
伝票受付

スムーズな入構と効
率的な庫内作業

迅速かつ円滑な
荷役

入構前にトラック
予約受付 36

＜ヤマト運輸(株) 京都府・八幡営業所＞
・ヤマト運輸(株)で初となる、全車両がEVトラックで稼働する営業所
・太陽光発電、蓄電池や電力平準化システムにより、
夜間のEV充電による電力使用の偏りを緩和

出典：ヤマト運輸(株)HP
＜八幡営業所の外観＞ ＜集配業務に使用するEV＞ ＜屋根に設置した太陽光パネル＞

【GX事例】 【DX事例】



５．地域経済を支える物流拠点の立地戦略



①中継輸送の拡大、EC拠点の拡大、自動運転導入等を踏まえた

変化への対応

②地域戦略、まちづくりとの連携強化その他の整備促進に向けた

課題への対応



出典:国土交通省「全国貨物全流動調査（物流センサス）」より作成

貨物１件あたりの貨物量が直近の30年で約３分の１まで減少、貨物総量が約40％減少する一方、物流件数
はほぼ倍増しており、物流の小口・多頻度化が急速に進行している

小口多頻度化の動き
2021年度2015年度1990年度

0.83トン/件0.98トン/件2.43トン/件貨物１件あたりの貨物量

25,080千件22,608千件13,656千件物流件数の推移
（3日間調査）

20,722千トン22,171千トン33,184千トン貨物総量

2.43 
2.13 

1.73 

1.27 
0.95 

0.98 
0.83 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

貨物１件あたりの
貨物量の推移 物流件数の推移

13,656 
15,290 

15,964 

20,039 

24,616 

22,608 

25,080 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000
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物流量の小口・多頻度化

33,184 
32,568 

27,618 

25,534 
23,412 

22,171 
20,722 

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

貨物総量（単位：トン/件） （単位：件） （単位：千トン）



EC需要の拡大

40

出典：総務省「家計消費状況調査」

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

令和元年度 令和５年度

（単位：円）

インターネットを利用した1世帯
当たり1か月平均の支出額EC市場規模の経年推移

出典：経済産業省「電子商取引に関する市場調査」

EC市場は、年々拡大傾向
都市別に見ると、全国一様に拡大傾向

～ヒアリング情報～
・EC事業者は首都圏のみならず地方にも広く展開、配送の細分化のため今後も地方部に物流施設を増やす見込み。<不動産事業者、倉庫業者>
・EC需要は今後も増加予想。十数年前から使用している拠点については、立地の変更や施設規模の拡大を再考する動き。<不動産事業者>

（単位：トン）

（単位：億円）



地方自治体が物流拠点を誘致した事例（京都府城陽市）

41

出典：京都府城陽市役所提供資料、城陽市都市計画マスタープラン

新名神高速道路の整備によるアクセスの良さを活かした物流施設を立地誘導。関東圏、中京圏、関西圏を
つなぐ物流拠点として期待
周辺にはアウトレットモールや企業等を誘致することで新たな産業や雇用を創出し、人や物が活発に交流し
広域的な拠点となるまちづくりを目指す

＜城陽市マスタープラン（抜粋）＞

～ヒアリング情報～
・製造業の誘致から物流施設への誘致へと、自治体のスタンスが変わりつつあるように感じる。<不動産事業者>



物流拠点の誘致における効果等について

42

緑地交流スペース、カフェテリア、コンビニエンスストアや託児所等を設置
上記設備を通じ、事業者と地域との共生やコミュニケーションを造成

（緑地交流スペース） （託児所）（コンビニエンスストア）（カフェテリア）

出典：GLPより提供

物流拠点の進出により、雇用の創出効果やそれに係る人口流入等の効果が期待
物流拠点の進出が盛んな地域においては、地価上昇の傾向も見られる

【物流拠点の進出に伴う効果】
（経済効果）

・雇用の創出効果
・土地や建物等の固定資産等に係る税収効果 等

（間接効果）
・施設建設時及び稼働後の当該施設において働く
従業員の飲食・買い物需要等の波及効果

・雇用創出に係る人口流入効果 等

上昇率

１.９５％千葉県市川市
１.４５％千葉県全体
１.３３％神奈川県厚木市
１.１７％神奈川県全体
１.１８％全国

【地価公示（工業地）の上昇率】

出典：国土交通省不動産・建設経済局「地価公示」(１月１日時点)
令和元年と令和６年における平均価格の比較から上昇率を算出



物流拠点の整備促進に向けた促進策（開発許可）

43

物流総合効率化法に基づく
開発許可の配慮

地域未来投資促進法に基づく
開発許可の配慮

出典：経済産業省HP

物流総合効率化法及び地域未来投資促進法においては、開発許可に係る配慮を規定
自治体によって開発審査会付議基準は異なる



６．物流拠点の整備・運営に関わる者に
係る産業政策



①老朽化アセットの再構築、人手不足等の持続可能性に関わる

課題への対応

②一層の連携の可能性等の物流業界内の構造のあり方

③政策推進のための支援策のあり方
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物流施設の再構築

46

冷蔵倉庫 物流不動産

出典：（一社）日本冷蔵倉庫協会調べ（令和５年12月時点、容積ベース）

築40年を超える
倉庫は約３４％

～ヒアリング情報～
・建築費の高騰により建替を見送っており、今後の建築計画も未定(ある事業者は、築40年以上の施設が約半数存在。)。<倉庫業者>
・耐用年数が経過し、耐震性にも問題のある施設を使い続ける者に対するディスアドバンテージを与える仕組みがないと、使える限り使い続けて
老朽化が進む。＜不動産事業者＞

冷蔵倉庫は、全体の約34％が築40年を超えており、再構築が課題
物流不動産は、築10年までの施設が約85％を占める

出典：（一社）不動産協会調べ及び各社HPの公表情報より国土交通省作成

築10年までの
施設が約85％



倉庫業をめぐる人材需給の状況

倉庫においては、トラックの受付や在庫管理・受発注等の事務作業や、積卸やフォークリフトなどの運搬、
梱包や検品、保管している商品を出荷指示に基づき選び出し搬出するピッキングといった作業が行われて
いる
倉庫の面積は年々増加。コロナ禍で一時的に人手不足は改善されたものの、再び、有効求人倍率は増加
傾向にある
特に、庫内作業においては、大きく１を上回る作業分野が存在し、業界においても人手不足への危機感が
高まっている。ＤＸによる効率化が積極的に進められているとともに、外国人材の活用についても、業界に
おいて検討が開始されている

出典：厚生労働省「職業安定業務統計」

0.94
1.09 1.22 1.15

0.74
0.830.88

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

〇 庫内作業に係る有効求人倍率の現状（令和４年度） ※倉庫業に限らず工場等も含む

出典：厚生労働省「職業情報提供サイトjobtag」

〇 倉庫作業員 有効求人倍率の推移
（パートタイム含む常用）

フォークリフト運転作業員：0.89倍、梱包作業員：2.51倍、ピッキング作業員：1.49倍
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66%

34%

普通倉庫

自社保有 賃貸

総数(棟数)
21,520

営業用倉庫の自社保有率

48

普通倉庫の自社保有率が約66％であるのに対し、冷蔵・冷凍倉庫の自社保有率は75％となっている

75%

25%

冷蔵倉庫

自社保有 賃貸

総数(棟数)
3,307

出典：倉庫業登録簿より国土交通省作成

※ 留意事項は以下の通り。
・野積倉庫、水面倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫（野積・水面）、トランクルームは集計対象外。
・普通倉庫は一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、危険物倉庫（建屋）を対象。
・冷蔵倉庫はC３級～F４級を対象。
・普通区画及び冷蔵区画を併せ持つ倉庫は、普通倉庫及び冷蔵倉庫のそれぞれに計上。



倉庫業者による物流不動産の活用事例

49

プロロジスパーク仙台泉（BTS）
《入居事業者》キユーソー流通システム
《倉庫種別》普通・冷蔵・冷凍
《敷地面積》約24,500㎡
《延床面積》約28,000㎡

プロロジスパーク猪名川（マルチ）
《入居事業者》ロジスティード西日本 ほか
《倉庫種別》普通
《敷地面積》 約192,600㎡
《延床面積》 約376,800㎡

（上）プロロジスパーク猪名川１
（下）プロロジスパーク猪名川２

近年は、倉庫業者が物流不動産を賃貸し、営業するケースが増加している
BTS型にて、建設前から共同して機能を計画する場合もあれば、寄託者の需要に応じて、完成後の
マルチテナント型を賃貸する場合もある

～ヒアリング情報～
・保管料が上がらず、現在の料金水準では、物流不動産の賃料と目線が合わない。＜倉庫業者＞
・オフバランス化による経営手法は一案。＜倉庫業者＞

出典：プロロジス提供



【借地方式】
ディベロッパーが土地を賃借し、
施設建設～運営等を行う

【等価交換方式】
ディベロッパーが建物の開発を
行い、完成後の建物を土地・
建物の評価額に応じた比率
で取得

【共同出資方式】
共同出資した開発会社が用
地を取得、施設を建設し、土
地・建物の所有等を行う

老朽化対策に関する取り組み例
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【倉庫業者と物流不動産事業者の連携】
佐志田倉庫が自社で建設した営業用倉庫を、老朽化に伴い閉鎖
佐志田倉庫とプロロジスとの共同事業として、佐志田倉庫が土地を提供、 プロロジスが施設を建築し、土地及び
建物を共同所有
新しい都市型物流施設として、都心のラストワンマイル配送拠点の他、オフィス、ショールームやラボといった機能を
併せ持つ施設を建設予定（2025年竣工予定）

（プロロジスアーバン東京錦糸町１）

資金調達

定期借地権

地代
土地所有権 建物所有権

倉庫業者 カスタマー

土地売却

倉庫業者
開発会社（TMK等）

・

運営会社

代金

土地・建物所有権

出資
配当
出資

配当
会社持分

会社持分

建物建築

カスタマー

資金調達

土地持分

建物持分

土地・建物

持分所有

土地・建物

資金調達

建物建築

カスタマー倉庫業者

持分所有

共同事業の手法例

ディベロッパー

ディベロッパー

ディベロッパー

出典：プロロジスHP

出典：プロロジス提供資料より国土交通省作成



倉庫業者が活用できる各種支援策（一例）

予算措置税制措置
・事業再構築補助金（経済産業省）
・物流総合効率化法に基づく財政投融資
（国土交通省物流・自動車局）

・倉庫税制（国土交通省物流・自動車局）
・地域未来投資促進税制（経済産業省）

建物

・長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例
（国土交通省不動産・建設経済局）

・土地の所有権移転登記等に係る特別措置
（国土交通省不動産・建設経済局）

土地

・物流施設におけるＤＸ推進実証事業
（国土交通省物流・自動車局）

・物流拠点機能強化支援事業
（国土交通省物流・自動車局）

・物流脱炭素化促進事業
（国土交通省物流・自動車局）

・物流総合効率化法に基づく財政投融資
（国土交通省物流・自動車局）

・サステナブル倉庫モデル促進事業（環境省）
・コールドチェーンを支える冷凍冷蔵機器の脱フロン・

脱炭素化推進事業（環境省）
・中小企業省略化投資補助事業（経済産業省）

・中小企業投資促進税制（経済産業省）
・中小企業経営強化税制（経済産業省）
・地域未来投資促進税制（経済産業省）
・DX投資促進税制（経済産業省）

設備
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